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ヨー ロッパ共 同体 裁 判 所 に お け る

/ ノ ノ

AVOCATGENERALの 機 能

大 谷 良 雄

序

ヨ ー ロツパ 共 同 職 判 所(1aCourdeJusticedesCommunautesEuropeennes)

く　コ

に お け るavocatg6n6ral(ア ボ カ ・ジ ェネ ラル)の 制 度 は,他 の 国際裁 判所 に

は み られ な い ユ ニ ー クな制 度 で あ る。 アボ カ ・ジ ェネ ラル は,裁 判 官 と と もに
　

共 同体裁 判所 の重要 な構成 メソバ ーであ り,そ の任務 と して提示 され る係争事

件 に関す る意見は,多 くの場合,共 同体裁 判所 の判決に重大な影響 を及 ぼ し,

結果 として,判 例法 の形成 を通 じて ヨー ロッパ共 同体法 の整備発展に寄与 して

い る。 本稿は,こ のアボカ ・ジ ェネ ラルの制度について,そ の制度的背 景,共

同体裁判所におけ る任務 と地位,及 び機能の有用性 の3つ の観点か ら考察す る
くおり

こ とを 目的 と して い る。

原 稿 受 領1977年9月22日

(1)Avgcat96n6ral(英 語 で はadvocate'genera1,ド イ ツ語 で はGenerralanwalt)

の訳 語 と しては,こ れ まで,木 棚 教 授 も指 摘 す る よ うに, 、検 察 官,法 務 官,公 益 弁

護 人,法 律顧 問 あ るい は 訟 務 官 等 が 当 て られ て きて お り,筆 者 も法 鑑 定 官 の 訳 語 を

考 え た が,い ず れ も未 だ 定 着 して い る とは い え な い の で,本 稿 に お い て は 原 語 の ま

ま で 用 い る こ とに した 。 な お,木 棚 照 一 「 「並 行 特 許 」 に 関 す る一 考 察 一・EC裁 判

所 の 判 決 を 中 心 一 」r立 命 館法 学 』 第122-124号1974年3・4・5・6号354頁 参

照 。

(2)共 同 体裁 判 所 を構 成 して い る のは,裁 判所 職 員を 除 け ば,現 在,9名 の 裁 判 官

(juges)と4名 の ア ボ カ ・ジエ ネ ラル と若 干 名 の書 記 官(greffiers)で あ る。

(3)ヨ ー ロ ッパ 共 同 体 裁 判所 に おけ る ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル の 制 度 は,そ の機 能 の 重 要

性 に もか か わ らず,わ が 国 に おい て は も と よ りヨ ー ロ ッパ の諸 国 に お い て も,こ れ ・

ま で,法 学 者 の 理 論 的 関心 を 呼 ば ず,研 究 論 文 も,J.A.CARILLoSALcEDo,{tLa

figuradelabogadogeneralenlasComunidadessupranacionaleseuropeas:

naturalezajuridicayfunci6n》,inRevistaespa〃oladederechointernacional,

1959.119-129の み で あ った 。 この ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル 制度 に つ い て無 関 心 で あ っ
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IAVOCATGENERALの 制度 的背景

ヨ ー ロッパ 共 同体裁 判所 に おけ るア ボ ガ ・ジ ェネ ラル の制 度 は,1952年 の ヨ

ー ロッパ 石炭 鉄鋼 共 同体 の設 立 に あ た って
,指 導 的 な 立 場 に あ った フ ラ ソスに

での

おけ る行政訴訟制度 の影響 を受けて導入 され た といわれ ている。 と くに,フ ラ

ン ス の コ ンセ ィ ユ ・デ タ(Conseild'Etat)に お け る コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ

ル ヌ モ ン(Commissairedugouvernement)争 訟 部 の 制 度 が 直 接 の モ デ ル と

され る。 しか し,共 同体裁 判所に おけ るアボ カ ・ジ ェネ ラルの制度は,共 同体

裁判所 の機構の枠 中で独 自の機能 を果 しつつあ り,フ ラソス行政訴 訟制度 をそ
じゆ

の ま まス トレ ー トに踏 襲 した わ け で は な い。 と もあれ,共 同体裁 判 所 に お け る

ア ポ カ ・ジ ェネ ラル 制 度 の 原 型 と い わ れ る フ ラ ソス ・コ ソセ ィ ユ ・デ タ の コ ミ

セ ー ル ・デ ュ ・グベ ル ヌ モ ソ制 度 に つ い て の 考 察 か ら始 め る。

(i)CommissireduGouvernementの 起 源 及 び 地 位 コ ソセ イ ユ ・デ タ争

訟 部(Conseild'Etatstatuantaucontentieux)に お け る コ ミセ ー一一・ル ・デ ュ ・

グベ ル3モ ソ制度 の そ もそ もの起 源 は,1831年3月12日 の勅令(ltordonnance

た 理 由 は,こ の 制 度 が 共 同 体 構 成 国 の 大 部 分 の 国 内 制 度 に 共 通 し た も の で は な か っ

た と い う こ と に あ っ た と い わ れ る 。 と こ ろ が,1973年1月1日 の イ ギ リ ス,ア イ ル ラ ン

ド,デ ン マ ー ク の3国 が 新 ら た,に 共 同 体 に 加 盟 し た の を 契 機 と し て,共 同 体 裁 判 所

に お い て ア ボ カ ・ジ エ ネ ラ ル が 果 た す 実 質 的 機 能 に つ い て の 重 要 性 が 認 識 さ れ,こ

の 制 度 に つ い て の 研 究 論 文 も 若 干 み ら れ る よ う に な っ た 。 本 稿 は と く に 次 の 二 つ の

論 文 に 負 う と こ ろ が 大 き い 。PaoloGoRI,ttL'avuocat96n6ral£la(:ourdeJustice

desCommunaut6sEurop6ennes",inCahierdeDroitEurop6en,1976,No.4,

pp.375-393,AmiBARAv,ttLecommissairedugouvernementprbsleConseil

d'Etatfrangaiset1'avocat96n6ralpr色slaCourdeJusticedesCommunaut6s

Europ6ennes",inRevueinternationalededroitcomゆar6.1974,PP.809-826.

(4)Ibid,、P.52.cf.JeanR1vERo,"LeProb16mede1'influencedesdroitsinternes

surlaCourdeJusticedelaC.E.CA.",inAnnuaireFran.caisdeDroit

lnternatinalPubtic,1958,PP.295-308.LesCommanaut6sEurop6ennes

etteDroitadministratiffrangais(Travauxdesjourn6ed'6tudesorganis6es

les15et160ctobre1971parleCentrededroitpublicinterneetleCentrede

documentationeurop6ennedel'Institutderecherchesjuridiques,politiqueset

s6ciales:deStrasbourg),Paris1972.pp.397-487.・

(5)A.BARAv,op.cit.,p.811.
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royale)に あ る と い わ れ る`8'し か し,コ ミセ_ル.デ ュ.グ ベ ル ヌ モ ソ(c6m。

missairedugouvrernement)と い う名 称 は こ の 勅 令 に は み られ ず,検 事 の 機

能 と行 使 す る訴 訟 担 当 者(maitresderequetesexergantlesfonctionsdu
　

ministさrepublic)と 規 定 して い る の み で あ る。 そ の 後 は,こ の 名 称 は 用 い ら

れ ず,1839年 の 命 令(1,0rdonnance)で は,国 王 の 代 理 人 の 機 能 を 行 使 す る訴 訟

担 当 者(maitresderequetesd6sign6spourremplirles.fonctionsdeconm・I

issaireduroi)と 述 べ ら れ て い るls'そ して,コ ミセ_ル ・デ ュ ・ グ ベ ル ヌ モ シ

といJう名 称 が最 初 に用 い られ た の は,1872年5月24日 の法律 第16条 に お い て で
ゆ

あ る。 と こ ろ で,コ ミセ ・一ル ・デ ュ ・グベ ル ヌ モ ン とは,文 字 ど お りに 訳 せ ば

「政 府 の 代 理 人 」と い う意 味 とな る が,こ の 場 合 は,「 法 の 代 理 人 」(commissaires

delaloi)も し くは 「適 法 性 の 代 理 人 」(commissairesdelalegalite)の 意 味

ずユ　ラ

と解 され て い る。 そ の 後,.現 在 に 至 る ま で こ の制 度 は 存 続 して い る が,'コ ンセ

イ ユ ・デ タ争 訟 部 の コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ ル ヌ モ ンは グベ ル ヌ モ ソ(政 府)

を 代 表 す る も の で は な く1こ の 点 に お い て,コ ンセ イ ユ ・ デ タ行 政 部(les

sectionsadministrativesduconseild'Etat)の コ ミセ ー ル ・デ ュ ・グベ ル ヌ

ご　リ

モ ソ と は そ の 性 格 を 異 に す る。 コ ミセ ー ル ・デ ュ ・グベ ル ヌ モ ソの 任 期 は,

1839年 の 命 令(1'ordonnance)に よ り6ケ 月 と され た が,1845年7月19日 の 法 律

(1aloi)に よ り1年 とな り,1849年3月3日 の 法 律 に よ っ て終 身(sa撃lim・

itationdetemps)と され た 。 しか し,現 在 は,1963年7月30日 の 政 令(le

(6)コ ミ セ ー ル ・ デ ユ ・ グ ベ ル ヌ モ ソ に つ い て は,以 下 の 文 献 を 参 照 。SAUV肌,㌦es

originesdescommissairesdugouvernementaupr6sduConseld,Etatstatuant

aucontentieux',,inRev'uedudroitpublic,1949,pp.5-20.R.GulLLIEN,"

Lescommissoiresdugouvernementprbslesjuridictionsadministrativeset

sp6cialementpresIeCons壱ild'Etatfrangais",inRevue46droitpublic,1955,

pp.281-303.'、

(7)A.BARAv,op.cib.,p.812.。J

(8)Ibid.x

(9)1bid.,p.813,

(1◎V.D,VEDEL,1)roitadministratif,PressesuniversitairesdeFrance,1973,

p.528.

⑪A.BARAv,op.cit.,p.813.
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d6cret)第28条 に よつ て,コ ミセ ール ・デ ュ ・ブ ベ ル ヌ モ ソ の任 期 は3年 を 越

ロか

え て はな らな い とされ てい る。 又,定 員 につ い て は,1831年 の命 令 に よ って3

名 と定 め られ た が,1910年3月13日 の政 令 に よ って,少 な くと も6名 以 上 多 く

とも8名 以下 と改 め られ た。 しか し,第2次 大 戦 以 後 は,定 員数 が 不 明確 とな
ご　　

った が,慣 行 上 は3名 とされ て い る よ うであ る。 次 に,コ ミセ ール ・デ ュ ・グ

ベ ル ヌモ ソは 完 全 な独 立 性 を享 受 す る。 コソセ イ手 ・デ タの 内部 に お い て,コ

ミセ ール ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ソは ひ とつ の組織 集 団(uncorps)を 構 成 せず,

相互 に 位階 的 な結 び つ きが 存在 す るわ け で もな い。 又,他 の いか な る当事 者 の

指 示 を受 け て はな らず,自 らの信 念 に 従 って意 見 を述 べ,自 らが適 法(oorres-

pondreaudroit)と 信 ず る解 決方 法 を提示 す る。 この コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ
ロゆ

ル ヌ モ ン に 対 す る外 部 か らの 圧 力 は 慣 行 上 も殆 ど存 在 しな い と い わ れ て い る。

(血)CommissaireduGouvernementの 機 能 コ ミセ ール ・デ ユ ●グ ベ ル

ヌモ ソの機 能 は,手 続 面 と理 論面 の二面 か ら示 め され る。 まず,手 続面 か らい

えば,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ソの役割 は,予 審(less6ancesd'instruction

conduitesparlasous-section)の 段 階 で開始 され,そ こで ρ報 告 書 の採 択 に

さい して は,表 決権 は持 た な い が審 議 に は参 加す る。 ここに お い て,コ ミセ ー

ル ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ンは,係 争 事件 に関 す る資料 をす べ て入 手 し,考 え られ

るす べて の 問題 点 を吟 味 して意見 書 を作 成す る。そ して公 判(1'audien㏄public)

に お いて は この意見 書 を提示 し朗 読 す る。 この意 見書 は係 争事 件 の事 実 関 係 を

明確 に し,こ れ まで コソセ イユ ・デ タに よ って裁 定 され た 類似 の事 件 を参 照 し,

本 件 に 適用 され るべ きす べて の法 規 則 の存 在を 網 羅 す る もの で あ る。 そ して,

コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ソは,裁 判 官 が判 決 を下 す に さい して最 も適 法

(iZIbid.,pp.813-814.

(13∬bid.p.814..

⑭ 唯 一 の 例 外 と し て,1852年 の 「オ ル レ ア ン の 財 産 没 収 事 件 」(1'affairedela

confiscationdesbiensd'Or16ans)が あ る と い わ れ る 。A.Barav.oP.`it.,p.

815.V.WRIGHT,'tLeConseild'Etatet1'affairedelaconfiscationdesbiensd"

Or16ansen1852",EtudesetDocumentsduConseild'Etat,1968,pp.231-

249.

鐸'く
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と 自 ら信 ず る解 釈 を提示 す る。 コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンは,公 判 の直

後 開かれ る判 事 に よる審理 に も出席 す るが,発 言 を 求 め られ る こ と は 稀 で あ

る。 時 に は,そ の意見 書 の中 の い くつ か の点 に つ い て説 明 を 求 め られ る こ とも

エ　ろ

あ るが,判 決 を下 す さい の表 決権 は もた な い。

次 に,理 論 面 か らい えば,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ソ の役 割 に つ い て

は い くつ か の性 格 づ け が な され る。 多 くの学 者 も認 め る よ う.に,コ ミセ ・一ル ・

デ三 ・グベ ル ヌモ ソの意 見 書 が コソセ イユ ・デ タに お け を判例 法 の発 展 に 著 し

い影 響 を与 えて お り,そ の意 見 書 の価 値 は,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ソ

'が と りわ け優 秀 な法律 家 に よ
って構 成 され て い る とい う事 実か ら も明 らか で あ

ロ　ユ

る。 意 見 書 の 法 的 性 格 に つ い て の 見 方は,コ ミセ ー ル ・デ ュ ・グベ ル ヌ モ ン に

'よ
っ て 予 め な され る 「判 決 に つ い て の一一・nCの注 釈 」(unesortedenoted/arr6t)

ほわ

で あ る とす る もの,「 一 種 の 予 備 判 決 」(uneesp6cedepr6jugement)と 解 す

る もの,又,'「 判 決 文 の 起 草 の た め に 速 や か に 且 つ 自 動 的 に な され る初 審 に

お け る 決 定 」(uned6cisiondupremierressortimmediatement .etautomati・
く　　カ

quementfrapP6d'apPelpourlaredactiond'arrat)あ る い は 「コ ン セ イ ユ ・

デ タ の 裁 決 に つ い て の 公 式 の 注 釈 」(descommentairesofficielsdesd6cisions

く　　エ へ

duConseild'Etat)等 様 々 で あ る。 しか しな が ら,コ ミセ ー ル ・デ ュ ・グベ

ル ヌモ ン の 意 見 書 は,法 的 裁 決 と して の 性 格 を もた ず,裁 判 官 も こ の 意 見書 に

ぐ　　コ

・拘 束 され る もので は な い こ とは 留意 して お く必要 が あ る。

⑮A.BARAv.opcit.,pp.816-817.こ の 点 に お い て,ヨ ー ロ ッ パ 共 同 裁 判 所 の ア
!

ボ カ ・ジ エ ネ ラル と異 って い る 。

阜6}Ibid.,p.817.

07)SAUVEL,OP.cit.,p.20.・

⑱R.GulLLIEN,op.cit.,pp.288-289.

agJEzE,璽 ℃ollaborationduConseild'EtatetdeladoctorinedansI'61abOration

dudroitadministratiffragais",Conseild'Etat.LivreJ"bilaire,PP.348-349.

⑳A.BARAv,op.cit.,P.818.な お,BARAvは 以 上 の よ うな性 格 づ け に つ い て は 批

判 的 で あ る。 フ ラ ンス行政 訴 訟 制度 に おけ る コ ミセ ー ル ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ンに っ

い て の 概略 的 な考 察 を 終 え るに あ た っ て,つ い で なが ら,イ ギ リスを 中 心 と した 英

米 法 系 の裁 判 制 度 の 中 に もamicuscuriaeと い う多少 類 似 した 制 度 が み られ る。

amicuscuriae(ア ミカ ス ・キ ュ リイ)と は,一 般 にわ が 国 に お い て は,「 裁 判 所

の友 」 と訳 され て い るが,そ の 起 源 は遠 く ロー マ の裁 判制 度 に さか め ぽ り,そ れ が

¥



6 商 学 討 究 第29巻 第2号

IIAVOCATGEN直RALの 機能

(i)制 度導 入 の経 緯 ア ボ カ・ジエ ネ ラルの制 度 は,す でに述 べ た よ うに ヨ

ー ロッパ 石 炭鉄 鋼 共 同体 設立 の折 に ,フ ラソス代表 の 強 い イ ニ シ アテ ィ ブに よ

って 同裁 判 所 の機 構 の中 に導 入 され た。1951年4月18日 に署 名 され たパ リ条 約

に は条 文 の起 草 が 間に 合わ ず,同 日署 名 され た 「裁 判所 の地 位 に 関す る附 属 議

定 書 」(leProt㏄olesurleStatutdelaCour)に 始 めて この制 度 が言 及 され

じ　コ
て い る 。そ し て,そ の 「裁 判 所 規 則 」(lereglementdeproc6duredelaCourC.E.

く　　う

C.A.)に お いて アボ カジ エネ ラル の機 能が よ り明確 に規 定 され た。 ローマ条

約 で は,本 条 約上 に この制 度 が 明記 され,第166条 に は ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の

く　 コ

人数 と機能が規定 されてい る。 ところで,国 際的慣行においては例 をみない,又

国内的慣 行において もフランス と他 の ご く少数の例外を除 いては類似 の制度 の

み られ ない この アボカ ・ジエネ ラルの制 度が何故 に共 同体 の裁判制度の中に導

入 され たのか・ この制度が導入 され た理 由の第1は,共 同体裁判所では,審 理

内容を秘密にす る原則が採用 されたため,裁 判官の個別意 見や反対意 見を知 る

ことが不可能 とな った ことに対応 す る措置 と して,ア ボカ ・ジエネ ラルの制度

イギ リス,さ らに ア メ リカに継 受 されて発展 してきた もの とされ る。そ れは,弁 護

士 あ るい は一 般市民が裁 判所 の任命ない し任意の 申出に よ り,裁 判所 の審理を援 助

す るために,情 報 を提供 した り調査そ の他 の手続 を行 うもので あ り,裁 半1所が疑問
・ とす る法律 上の問題 点につい て資料 を提 供 し,ま た,裁 判所が看 過 しよ うとした法

律 上 の問題等 につい て好意的に注意 を喚起 し,裁 判所 の審理 に友 好的 に協 力す る も

の とされ てい る。桜 田勝義 「≒裁判所 の友.に つい て」 『法律時報 』 第39巻7号51

頁参照 。 しか し,amiceCScuriaeは,コ ミセール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンや アボ ヵ
・ジエ ネ ラルの よ うに裁 判所 の正式 な構成 メンバ ーで はな く,単 なる市民にす ぎな

い とy・う点 におい て決定的 な差 異が あ る。 なお,amicecscecriaercつ いての他 の邦

語文 献 としては,伊 藤 正己 「amicuscuriaeに つい て一 その実際 と評価」『菊井献

呈論文 集上巻』(昭 和42年 有 斐閣),森 川金寿 「裁 判の民 主的 コン トロールー ア ミヵ

ス ・キ ュ リイについ て」r兼 子還暫 記念上巻』(昭 和44年 有斐 閣)等 を参照 。

⑳ 同議定書第9条 か ら第13条 まで に規定 がみ られ る。

⑳1953年3月4日 に採 択 され,同7日 の官報(JournalofficieldelaC.E.C.A.)で

公表 された。

⑳ ユ ラ トム条約 では第138条 であ る。
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くおむ

が 導 入 され た とい うもので あ る。 第2の 理 由 は,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベ ル ヌ

モ ンが フ ランス行政 法 の発 展 に対 して寄 与 して い る と同 じ効果 を共 同体 法 の分

野 に お い て ア ボ カ ・ジエ ネ ラル が果 たす 事 を 期待 す るた め と云 もの で あ る。 又,

第3の 理 由は,判 事 の任 務 を補佐 しこれ を 容易 な ら しめ る為 に,全 体 的 な 立場

か ら充 分 に分 析 検討 の な され た ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の 明確 な 意 見書 が必要 で あ
く　　

るとい うもの であ る。 大 体 に お い て以 上 の理 由に よ って,ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル
く　 コ

の制度は共 同体 の裁判制度 の中に導入 された といわれ る。
ち ダ ノ

(li)AVOCATGENERALめ 地 位 現在,構 成国政府の共通 の合意に もと
く　　コ

つ い て6年 の任 期 で4名 の ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル が任 命 され てい る。 ア ボ カ ・ジ

エ ネ ラル とな るべ き老 の 資格 要 件 につ い ては ,ロ ーマ条 約第167条 は,「 そ の独

立 性 につ い て十 分 な保 証 を有 す る人 々で,か つ,自 国に お い て最 高の 司 法上 の
1

職務を遂行す るた めに必要 とす る条件を満たすか 又は周知の能力を有す る法律

専門家であ る者 の うちか ら選 定す る」 と してお り,こ の点に関 しては裁判官に
く　 ラ

つ い て の 資格要 件 と全 く同一 で あ る。 又,ア ボ カ ・ジエ ネ ラル及 び裁 判 官 は,

報 酬 の如 何 に か かわ らず,政 治 的 も し くは 行 政 的 な いか な る任 務 に も携 っては

ぐ　　

な らない とされ てい る。任務は6年 とされ るが再選は可能であ る(裁 判 官 も同

⑳V.LAGRANGE."L'organisation,1efonctionnementetIer61edelaCourdeJustice

desCommunaut6seurop6ennes",Bulletindel'Associationdes7'uristes

europ6ens,1963,no13-14,PP.12-13.

㈱Ibid,pp●33-34.

㈱cf.HansSmit&PeterHerzog,TheLawo!theEκropeanEconomic

Community;aCommentaryontheEECtreaty,vol.4.pp.297-299.

伽1973年1月 ま で は,ア ボ カ ・ ジ エ ネ ラ ル の 数 は2名 で あ っ た が,1973年1月1日

の 理 事 会 決 定(D6cisionduConseildulerjanvier1973,J.O..C.E.1973,n。L2,

p.29)に よ り4名 と さ れ た 。

⑳ctlesjugesetlesavocatsg6n6rauxsontchoisisparmidespersonalit6soffrant

toutesgarantiesd'ind6pendance,etquir6unissentlesconditionsrequisespour

1'exercice,dansleurpaysrespectifsdesplushautesfonctionsjuridictionnelles,

ouquisontdesjurisconsultespossedantdescomp6tencesnotoires…",1'article

167duTrait6deRome.ア ボ カ ・ ジ エ ネ ラ ル 及 び 裁 判 官 の 国 籍 は と くに 限 定 さ れ

て い な い の で,・ 非 構 成 国 の 国 民 か ら選 任 さ れ る こ と も 制 度 上 は 可 能 で あ る が,現 実

に は 不 可 能 と さ れ て い る 。A.BARAv,op.cit.,p.821.

㈱ し か し,場 合 に よ っ て は 例 外 的 に 理 事 会 は,ア ボ カ ・ ジ エ ネ ラ ル が 職 業 的 活 動

(desactivit6sProfessionnelles)に 従 事 す る の を 許 可 す る こ と が で き る 。 こ の 点 は,

イ
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じ　 カ

様)。任 期 の更 新 は3年 毎半 数ず つ 行わ れ る。 アボ カ ・ジ エ ネ ラル の解任 につ い

ては,パ リ条 約 と ローマ条 約 で は差 異 が み られ,前 者 に おい て は,解 任 の 決定

は裁 判 所 の 意 見(avis)に もとつ いて理 事 会 の全 会 一 致 に よ りな され,後 老 に

お い ては,そ の決 定 は裁 判 所 自身 に よ り,裁 判 官 全 員 と他 の アボ カ ・ジエ ネ ラ
く　　う

ル の全 会 一 致 に よってな され る とす る。 辱

次 に,特 権 及 び 免除 につ い て は,ア ボ カ ・ジエ ネ ラルは,そ の任 務 遂行 の結.

果 と して為 した行 為 につ いて,任 務遂 行 中 も し くは そ の後 に お い て も,す べ て

こ　 コ

の構成国の領域におい七裁 判管轄権 を免除 され る。 又,ア ボカ ・ジエネ ラルの

本人及び家族は,外 国人登録の手続 と俸給及び給与 に対す る国税(desimpots

し　コ

nationaux)を 免除 され る。 しか し,「 特 権及 び 免除 に 関 す る議 定 書」(lePr(ジ

t㏄olesurIerprivil6gesetimmunit6s)第8条 は,共 同体 の 利 益 に 反 しな い と

判断 された場合には,こ の特権及 び免除 を停止す ることが できると規定 してい
ご　の

る。 いず れ に しろ,ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の地 位 は,大 体 に おい て裁 判 官 の それ

　きぶ

とほ ぼ 同一 とい え る。

Protocolesurlestatutdela(hurdeJusticedeIaC.E.CA.で は,そ の決 定 は

理 事 会 の3分 の2の 多数 決(lamaiOrit6dedeuxtiers)に よ る と さ れ て い た が

(1'article4,alin6a2),ProtocolesurIestatutdeIaCoufdeJusticedeIa

():E.E.で は,必 要 な 多数 決 の種 類 につ い て は 明 示 を 避 け て い る(1'artiele4,alin6a

2)。 このた め,裁 判 官 と ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の職 業 の 「兼 任不 能 」(incompatibilit6)

は 若 干 緩 和 され た もの と考 え られ る。

⑳1'article167,alin6a3et4duTrait6duRome.

馴1'article13,alin6a2duStatut[C.E.C.A.1'article6,alin6alduStatut

C.E.E.こ れ は理 事 会 に よる裁 判所 へ の 介 入 を 排除 す るた め の措 置 と考 え られ る。

B2)1'article12duProtocolesurlesprivil6gesetlmmunit6s.1'article3,alin6a

lduStatutdelaCourCE.E.etEuratom.1'article3,alin61duStatutdeIa

CourC.E.C.A.

附1esarticles12-15duProtocolesurle'sprivi16gesetimmunit6s.

(34)rartice18duProtocolesurlesPrivi16gesetimmunit6s.

㈲ た とえ ば,共 同 体 裁 判 所 の 旧手 続 規 則 第8条 で は裁 判 官 に つ い て の 第1章 の規 定

がそ の ま ま ア ボ カ ・ジエ ネ ラル に つ い て も適 用 され る とい う形 式 で 規 定 して い る。

旧手 続 規 則 は,1959年3月3日 に 共 同 体裁 判 所 に よっ て採 択 され,同 月21日 に官 報

に お い て公 表 され た もの で あ るが,同 年11月11日 に 修 正 ざれ た 。これ は1974年12月28

日に 共 同 体 官 報 に公 表 され た 新 手 続 規 則 に よ っ て廃 止 され,現 在 で は この新 手 続 規

則 が 適 用 され て い る。Lenouveaurδglementdeproc6dure,J.0.C.E.28decembre
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ノ グ

(泌)AV㏄ATGENERALの 任 務 と機 能 ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル の主 た る任

務は,ロ ーマ条約第166条 に規定 されてお り,「裁判所が第16条 に規定 され た任

務を遂行す るのを補佐す るため,付 託 された事件について完全に公平且つ独立
く　

の立場か ら理 由を付 した意 見書 を公に提示す ること」 であ る。 アボ カ 。ジエネ

ラルの意見は 口頭 で提示 され るが,実 際 には書類 に作成 され公判の前後に配布

され,判 決文 と と もに 共 同体 のす べ ての公 用 語 に翻 訳 され て判 決集(1eRecui1
ヒ ゆわ

delaJurisprudencedelaCour)に 収 録 され る。 ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル に よ る

し

意見の提示は公判におけ る口頭手続 の最終段階においてな され,そ の後,裁 判
コ　

ヨひ

長は閉廷々宣 言 して,裁 判官のみに よる審理 に入 る。裁 判官は判決の作成に さ

い して アボカ ・ジエネ ラルの意見に拘束 され るわ けではないが,そ の意 見を必
くヨ　ヤ

らず参照 しなけれ ばな らない。

1974,n。1350。 旧 手 続 規 則 に お い て は,ア ボ カ ・.ジエ ネ ラ ル の 序 列 は 裁 判 官 よ り後

位 と さ れ た 。1'article9de1'Ancienrbglement.し か し,新 手 続 規 則 で は 次 の よ う

に 規 定 さ れ て い る 。 「裁 判 官 及 び ア ボ カ ・ジ エ ネ ラ ル は 同 列 に お か れ 序 列 は 着 任 順

と な る 。 着 任 が 同 時 の 場 合 に は,年 令 に よ っ て 序 列 が 決 め ら れ る 」 。1'article6du

Nouveaurbglement.9

(鋤"L,avocatg6n6ralapourrδ1edepr6senterpubliquement,entoutimpartialit6

etentoutind6pendance,desconclusionsmotiv6essurlesaffairessoumises浅1a

CourdeJustice,envued,assitercelle--cidans1'accomplissementdesamission,

tellequ'elleestdifinie巨1'article164".1'article166duTrait6deRome.な お

共 同 体 裁 判 所 は 二 つ の 裁 判 部(chambres)に よ っ ,て構 成 さ れ,裁 判 所 に 訴 え が 提 起 さ

れ る と こ れ を 書 記 官 に よ っ て 裁 判 所 の 全 構 成 メ ン バ ー に 通 告 さ れ る 。 裁 判 長 は そ れ

を い ず れ か の 裁 判 部 に 付 託 し,担 当 裁 判 官(lejugerapPorteur)と 、ア ボ カ ジ エ ネ ラ ル

を 指 名 す る 。1'article9,ParagrPhe2duNoureaurbglemetdeproc6dure.・ ア ボ カ

・ ジ エ ネ ラ ル は,裁 判 官 と 同 様 に,事 件 当 事 者 の 代 理 人(agents),補 佐 人(conseils)あ

る い は 弁 護 人(avocats)に 対 し て,口 頭 手 続 の 期 間 中,訊 問 を す る こ と が で き,又

証 人(t6moins)を 喚 問 し,こ れ に 訊 問 を す る こ と が で き る 。1esarticle57et47,

paragraphe1,alin6a2etparagraphe4duNouveaur壱glementdeproc6dure

e}'nI'article24de1'lnstructionaugreffier,ttilestpubli壱dansleslangues

officiellesun《RecuildelajurisprudencedelaCour》comprenant,saufd6cision

contraire,1esarrδtsdelaCouraveclescondusionsdesavocatsg6n6raux,1es

avisetlesordonnancesder6f6r6prononc6saucoursde1,ann6ecivile".● な お,・

Instructionaugreffierは,1960年6月23日 に 共 同 体 裁 判 所 に お い て 採 択 さ れ,同

年11月18日 の 官 報 に 公 表 さ れ た 。

㈱.先 に も 指 摘 し た よ う に,'こ の 点 に お い て コ ン セ イ ユ ・デ タ の ユ ミ セ ー ル ・ デ ュ ・

グ ベ ル ヌ モ ン と は 異 な る 。

.B9)つ ま り,ア ボ カ ・ジエネ ラル の意見を 全 く考慮せず に,裁 判官 は判決を下す こと

.はで きない。
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意 見を提 示 す る以外 に も,ア ボ カ ・ジ エネ ラル は,い くつ か の行 政 的及 び諮

問 的任 務 を行 う。 まず,裁 判所 の行 政 会 議(1asessionadministrative)に 参
く　 ヤ

加 し,裁 判 官 と と もに,書 記 官(1egreffier)の 任 命 及 び 罷命 を決 定す る。 又7

ローマ条 約第228条 に規 定 され た 国際 協 定 につ い て あ るい はパ リ条 約 の軽 微 な

改正 につ い て,裁 判所 の意 見が 求 め られ る場 合 には,ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル も意
に　ヤ

見(avis)の 開 陳 を要 請 され る。 いず れ に しろ,ア ボ カ ・ジエ ネ ラルの任 務に

お い て最 も重 要 な のは,係 争事 件 につ い て の意 見(conclusion)の 提 示 で あ る

ことは い うまで もな い。 そ の意 見の法 的 性 格 につ いて は,先 に考 察 した コセ ー

ル ・デ ュ ・グベ ル ヌモ ンの意 見 の法 的 性 格 ときわ めて 多 くの類 似 性 が み られ る。

ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の意見 は,判 決 の形 式 及 び権 威 を もつ もので は な く,学 問

的 な 論文 も し くは 提示 を 義 務 づけ られ るが裁 判所 を全 く拘束 しな い 法 的 意 見
こ　 ラ

(desavisjuridiques)と して 性 格 づ け られ る もの で あ る。

ノ ダ

(lv)AVOCATGENERALの 機i能の有 用 性 次 に,ア ボ カ ・ジ エ ネ ラル の

提 示 す る意 見 の有 用 性(1'utilit6)に つ いて述 べ る。 まず,ア ボ カ ・ジ エネ ラル

の意 見 は,口 頭 手 続 の最 終 段 階 に お いて,争 点 とな ってい る問 題 につ い て綜 合

くるヨコ

的且つ客観 的な観点か ら分析 した もの として提示 され る・その際 アボカ ・ジ

エネ ラルは過去 の先例 をすべて渉猟 し,必要 と され る場合には,各 国の国内法制'

度につ いて も比較検討す る。 この比較法的考察は,共 同体裁判所に とって,共 同

体法制度に固有 な概 念を構築 し明確化す る うえで と りわけ重要 な役割をなす と
ほゆ

いわれて いる。共 同体裁判所 において,国 内制度 に 由来す る法的な諸要 素を結

合 し共同体に固有 な法概 念に適合す る作業 は,ア ボカ ・ジエネ ラルに よって行

われ る。 アボカ ・ジエ ネラル の意見 の有用性は,以 上 の よ うな判例法 の発展 と

㈹L'article12,paragrapheslet6duNouveaurbglementdeproc6dure.

ωLesarticles107,108et109duNouveaureglementdeproc6dure.そ の 他 の

諸 々 の 任 務 に つ い て は,A.BARAv,op.cit.,pp. ,824-825.

・働 裁 判 官 は ア ボ カ ・ ジ エ ネ ラ ル の 意 見 を 参 照 し 考 慮 し な け れ ば な ら な い け れ ど も
,

そ れ を 全 体 と し て 又 は 部 分 的 に 採 用'も し くは 拒 否 す る こ と は 自 由 で あ る 。

(e3)P」GoRI,op。cit.,p.384.

(44)Ibid'

ノ
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い うべ き もののみに とどま らず,裁 判所 の判決 内容の理解 を より容易に し,先

行判決の場合 のよ うに と くに義務的な限界 が微妙な問題 の範 囲を限定す る点 も
くむうひ

指摘 されてい る。 アボ カ ・ジエネ ラルの意見 書が判決内容 の理解 を容易にす る

とい う点につ いて今少 し述べてみ ると,共 同体裁判所 の判決 とい うのは,最 大

限に簡 明であ ることが要請 され てお り,又,数 人の裁判官の共 同作業 に もとつ

く妥協 の産物であ り,さ らに,付 託 され る新 しい複雑な問題 につ いて国際的水

準 で微妙な均衡 を計 らなければな らないところか ら表現が慎重 とな るために,
こる　り

人 々が期待す るよ うには,明 確で率直 な表現 を とっていない ことが多い。判 決

文に しば しばみ られ る不 明確 さは,共 同体裁判所 の慎重 さに よることが多 く,

た とえば,法 的に重要な論点が 明確且つ 決定的な形で表現 しうるほ ど熟 してい
くる　コ

な い時 に は,論 点 を ご く特 定 の場 合 に狭 く限 定 して述 べ る こ と もあ る。 これ は

慣 行上 も又学説 上 も未 だ か た ま って いな い問 題 を一 般 化(gφn6raliser)し て 述'

〔48)

べ る こ との危 険 性 を 認識 した うえ で の配慮 で あ ると考 え られ る。 これ に対 して,

ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の意 見 書 は,あ らゆ る面 を考慮 して事件 を吟 味 しな けれ ば

な らず,又,そ の表 現 もあ い まい で あ るこ とを許 され な い。 この よ うに み る と

ア ボ カ ・ジエ ネ ラル の意見 書 は,判 決 の理 由づけ,意 義 及 び効 果 を よ りよ く理

く　 ひ

解す るための補足 資料 と しての意味を もつ ともいえ る。一 方,ア ボカ ・ジエ ネ

ラルは,自 らの立論を よ り強固に且つ説得力あ るものとす るために,又,こ れ

までの判例法を修正す る必要 があると考 える場合 にそ の理 由を正 当化す るため

に,出 来 るだけ 多 くの先例 を照合す る。つ ま り,ア ボカ ・ジエネ ラルめ意見書
一

こ　 ラ

は,共 同体裁判所 の判例法 の継続性 と発展性を決定す る重 要な要因 ともな る。

(45)∬b

㈱1b

㈲ 乃

働 乃

㈹Ib

{50)1b

d.

d,p.385.

d.

d.

d,p.386.

d.
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結 語

以上,ヨ ー ロッパ 共 同体 裁 判 所 に お け るアボ カ ・ジエ ネ ラル の制 度 につ い て

きわ め て概 略 的 な考 察 を 行 った。 アボ カ ・ジエ ネ ラル制 度 の ひ とつ の問題 点 と

して指 摘 され て い るの は,ア ボ カ ・ジエ ネ ラル が コソセ イ ユ ・デ タに おけ る コ

ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンの よ うに裁 判 官 の最 終 審理 に参 加 で きな い とい

に ユり

う点 であ る。 アボ カ ・ジ エ ネ ラル の機 能 の有 用 性 を 高め る とい う見地 か らす る

な らば,裁 判官の最終審理 に も出席 し,少 な くとも自ら提示 した意見につ いて

の質疑応 答の機会を与 えた方 が よ り効果的 とも考 え られ る。 と もあれ,ア ボ カ

・ジエネ ラルが ヨー ロッパ共 同体裁 判所 の機能 を迅速且つ円滑 に してい ること

は事 実 であ り,又,先 に も述 べた とお り,判 例 法 の形 成 を よ り容 易 な ら しめ て

ヨー ロッパ 共 同体 法 の発 展 に寄 与 して い る こと も疑 い得 な い。

(1977・9●21)

i

〆

6か コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンとナボ カ ・ジエ ネ ラルの他 の相 異点を今少 し列

記す る と,ま ず,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンは訴訟事 件(1esaffairescon・

tentieuses)に つ いて のみ意見 を述 べ るのに対 して,ア ボ カ ・ジエネ ラルは,「 裁

判所 に付託 された事 件」(lesaffairessoumisesala(bur)に つい て意 見を述 べ る

とされ る。 これは,す でに指摘 してあ る とお り,ロ ーマ条約第228条 に よる国際協

定 の両 立性(ロ ーマ条約 との)に つい ての裁 判所 の意 見(avis)に つ いて もアボ カ

ジエネ ラルは 自 らの意見を述べ る ことを意味 し,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ン

よ りは管轄 す る事項 は広い といえ る。次に,意 見書 の作成 を準 備す る段階に おいて,

コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンは,担 当判事 の報 告書を含めたすべ ての資料 を入

手 し うるが,ア ボ カ ・ジエ ネラルには,担 当判事 の見解 は知 らされ てい ない。 意見

書の公表 につい ていえぱ,ア ボ カ ・ジエネ ラルの意見妹,判 決 と同 じ扱 いで判 決集

に収録 され るが,コ ミセ ール ・デ ュ ・グベル ヌモ ンの意見 は,個 人的 な著 作権 に帰

す るため,そ の許前 な くして これ を公表 す る こ とはで きない。A.BARAV.op.cit.,

p.826.

、




